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 令和７年度がスタートしました。よろしくお願いします。 
 

                               校長 大澤 秀吉 

 始業式、入学式と関中学校のシンボルである中庭の欅に見守られながら、令和７年度が始まりました。 

関中学校は今年、開校５０年になります。地域の支えがありながらここまでくることができました。

そして、１１月１日（土）には創立５０周年式典を行う予定です。これからも地域とともにある学校を

目指していきます。今年度もどうぞ関中学校をよろしくお願いいたします。 

＜ 関中学校 教育目標 ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

＜ 入学式の様子 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 自分の命を大切にするたくましい人を育成する 

○ 挨拶をする人であれ 

〇 言葉を大切にする人であれ 

○ 公正な人であれ 

○ 健康な人であれ 

http://www.nerima-tky.ed.jp/


＜ 入学式 在校生 歓迎の言葉 ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★令和７年度 募集する部活動 

            運 動 部            文 化 部  

 

 

 

 

  

 

 サッカー部（男子）  

 男子硬式テニス部  女子硬式テニス部  

 男子バスケットボール部  

女子バスケットボール部  

女子バレーボール部    

剣道部（男女） 

 ウインドアンサンブル部     軽音部 

美術部   家庭科部     ダンス部 

科学部     図書ボランティア部  

ロボコン部 

英語部 

  ３年～６年での人事異動が基本となったために、顧問の異動に伴って将来的にはなくなってしまう

部活動もあります。（顧問の異動が予定されている部活動は募集を控えています） 

関中学校では教員に、生徒のために何か一つ以上部活動の顧問になるよう求めています。 

新入生の皆さん、本日はご入学おめでとうございます。心よ

りお祝い申し上げます。先日までは小学生だった皆さんです

が、今日からは関中生となり中学校生活が始まります。 

ここからは、関中学校のことをいくつか紹介したいと思いま

す。まずは、行事について紹介します。主な行事に運動会と合 

唱コンクールがあります。行事はクラスの全員が協力して作り上げるものなので、クラスが団

結するきっかけになります。また、学年ごとの宿泊行事もあります。宿泊行事では準備でルー

ルや内容を話し合って作り上げることができます。また、当日も普段はできないような体験を

することができます。小学校の行事との違いとして小学校では先生に言われたことをすること

が多かったと思いますが、中学校では自分から積極的に考えて行動していく必要があります。

ですから誰かがやってくれると思わず、自分には何ができるのか考えて行動してください。ま

た、中学校には委員会活動や部活動がります。委員会活動は学校生活をより良くしていくため

に学年を越えて話し合い、生徒主体でそれを実行していくものです。部活動は自分のやりたい

ことや興味のあることをすることができます。 

今話したことは関中学校の一部に過ぎません。関中学校には他にも色々なものがあるので、是

非機会があったら積極的に参加してみてください。 

これから皆さんが共に過ごしていく関中学校の先生方は個性豊かで、優しく、素敵な方々です。

是非上級生だけでなく、先生方とも関わり学んでいってください。 

最後になりますが、私たちは、関中学校で先輩方からたくさんのことを教わってきました。今

度は私たちがそれを皆さんに引き継いでいきます。 

新入生の皆さん、本日はご入学おめでとうございます。 

令和七年 四月八日 

在校生代表 野中菊実 



★連続して生徒が欠席した場合の対応について 

文部科学省は「児童生徒の安全確保に係わる対応等について」を定めています。 

都教委、区教委を通じて、以下のような具体的な現場対応を求められています。 

生命または身体に重大な被害がおよぶおそれのある児童生徒の安全確保に係わる対応について 

（１）欠席連絡の有無を問わず、３日間連続で欠席した児童生徒には、学級担任等が家庭へ 

 連絡をとり、本人確認を行う。 

（２）正当な理由なく休業日を除き引き続き７日間欠席した児童生徒には、家庭に連絡や訪問 

    をして、本人確認を行う。 

（３）児童生徒の行方不明や家出が発生したり、トラブルに巻き込まれるおそれがある児童 

    生徒の情報を学校が把握した際には、速やかに区教育委員会に連絡する。 

欠席が連続した場合は、学校より連絡をさせていただくことがあります。 


